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この式典は松本市や関係団体が主催する行事で、
市内の企業に新しく就職した新社会人を歓迎し、
応援する場となっています。
松本市長は「自身の力を信じ、乗り越えようと

する前向きな姿勢で取り組むことで、大きな成長
に繋がる」と鼓舞しました。
新社会人の挨拶では「変化の激しい時代の中に

あっても、常に前向きな気持ちで新しいことに挑
戦し、成長し続けていく」と決意を語りました。

連合長野松本広域協議会はあがたの森公園で集会を開き、約500人が参加しました。丸山
正秀議長は、不安定な時代だからこそ労働組合の存在が重要になっているとし、「団結し
て自分を守り、仲間を守り、助けることができる」と述べました。
松本地区労働組合連合会は松本市勤労者福祉センターで集会を開き、約200人が参加しま

した。上條晋議長は、賃上げの動きが見られるが地方にまで波及していないという認識を
示した上で、すべての働く仲間が希望を持てる賃金と労働条件の実現を訴えました。

４月８日、まつもと市民芸術館で「新社会人激励のつどい2026」が開催され、市内23事
業所から141名の新社会人が参加しました。

２０２６ 「新社会人激励のつどい」が開催されました

その後、タレントの峰竜太さんによる講演会、
ミュージシャンの音喜楽ボーイズのライブが行
われました。

５月１日に第97回メーデーが開催されました。メーデーの始まりは140年前にアメリカの
シカゴで８時間労働の実現を要求したことに由来します。当日はあいにくの雨でしたが、集
まった労働者は物価上昇を上回る賃上げや平和な世界の実現などを訴えました。

新社会人の挨拶

あがたの森公園の集会の様子（連合系） 市勤労者福祉センターの集会の様子（労連系）
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令和８年度新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等につい

ては、次のとおりとされていますので、学校教育の充実を図り、職業紹介を円滑に行う

観点から遵守してください。新規高等学校卒業者に関する取扱いは、以下のとおりです。

（１）推薦及び選考開始期日並びに採用内定

・新規高等学校卒業者の推薦開始期日については、推薦文書の到達が９月５日以

降となるようにする。

・新規高等学校卒業者の選考開始期日については９月16日以降とする。

・採用内定の開始については、選考開始と同日以降とする。

（２）求人申込みの手続き等

・新規高等学校卒業者に係る求人申込みのハローワークにおける受理は、６月１

日から開始し、ハローワークが確認した求人票の返戻は、７月１日から開始す

る。

また、求人票の学校への提示についても、７月１日以降に行うものとする。なお、新

規学卒者対象求人の申込みに当たっては、オンラインで申込みが可能な『求人者マイ

ページ』のご利用が大変便利です。詳細につきましては、松本新卒応援ハローワーク

（０２６３－３１－８６００）までお問い合わせください。

【お問い合わせ】 松本新卒応援ハローワーク ＴＥＬ：０２６３－３１－８６００

新規高等学校卒業者の求人スケジュール

令和8年
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和9年
1月 ２月 ３月

●7/1　求人票を事業主へ返却、学校への求人票提示

●7/1　求人連絡開始、文書募集可

　●9/5　推薦開始

　　●9/16　選考開始・採用内定開始

高校

　●6/１　求人申込書の受付開始
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６月は、厚生労働省が定める「外国人雇用啓発月間」です。日本で働く外国人の方々が、
在留資格の範囲内でその能力を発揮し、安心して働ける環境づくりが求められています。
この機会に、外国人雇用に関する法令や支援制度の再確認をおすすめします。

事業主の皆さまへ ～適正な外国人雇用のために～
外国人労働者を雇用する際は、以下の点にご留意ください。

• 雇入れ・離職時の届出義務
外国人を雇い入れた際や離職させた際は、氏名・在留資格・在留期間などをハロー

ワークへ届け出ることが法令で義務付けられています。
• 在留資格の確認

雇用の前に、在留カードなどで資格内容を確認し、在留資格の範囲内での職務に就い
ているかをご確認ください。

• 職場環境の整備
言語・文化の違いを理解し、外国人が働きやすい環境（相談体制の整備やわかりやす

い業務指示）を整えることが望まれます。

ハローワーク松本からのお知らせ

６月は「外国人雇用啓発月間」です

【お問い合わせ】 ハローワーク松本 外国人雇用サービスコーナー
ＴＥＬ：０２６３－２７－０１１１ 部門コード：４３＃

◇ハローワーク松本 外国人雇用サービスコーナーのご案内◇
ハローワーク松本では、外国人の方の就職支援および、外国人労働者を雇用する事業主

の方への相談対応を行っています。

外国人雇用サービスコーナーでは、ポルトガル語が話せる相
談員も常時在籍しています。詳細についてはハローワーク松本
までお問い合わせください。

通訳対応スケジュール

🌐 言 語 📅 曜 日 🕒 時 間

ポルトガル語
毎週 木曜日 9:00 ～ 12:00

毎週 金曜日 13:00 ～ 16:00

中 国 語 毎週 月曜日 13:00 ～ 17:00
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技能五輪全国大会又は全国障害者技能競技大会(アビリンピック)へ出場が決定した選
手の育成に要する経費に対し一部補助します。

労働保険電子申請

イメージキャラクター：

ペパレス執事

労 働 保 険 の お 知 ら せ

令和８年度 労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新期間は、

６月１日（月）～７月10日（金）です。

年度更新のお手続は「電子申請」をぜひご活用ください！
窓口に並ばず、インターネット上で簡単・便利に手続ができます。

○年度更新の時期は窓口が大変混み合います。自宅やオフィスから待ち時間
不要で、いつでも手続可能な電子申請がオススメです！
○保険料を電子納付により納付することが可能です。電子申請と電子納付を
利用した場合、全てインターネット上で手続を完結させることができて便利
です！
○労働保険の電子申請に関する詳細は特設サイトへ！

技能五輪全国大会、アビリンピックに
挑戦する選手を応援します！

【問い合わせ】長野労働局 総務部 労働保険徴収室
ＴＥＬ：０２６－２２３－０５５２

年度更新申告書

書き方パンフレット

労働保険電子申請

特設サイト

１、対象
全国大会出場が決定した選手を育成した中小企業など
※中小企業などの定義についてはお問い合わせください。

２、補助金額
補助対象経費の３分の１以内
（出場選手１人につき30万円が上限）

３、対象経費
・出場選手の訓練実施時間、指導員の指導実施時間を
対象として支払った賃金

・訓練に要した材料費、必要経費など

４、対象期間
出場する全国大会が開催される年の前年４月１日から開催日
前日までの間

詳細については商工課労働・雇用担当までお問い合せください。

【問い合わせ】産業振興部 商工課 労働・雇用担当
ＴＥＬ：０２６３－３５－６２９４ ＭＡＩＬ： rosei@city.matsumoto.lg.jp



松本市の中小企業の成長を支援松本市の中小企業の成長を支援松本市の中小企業の成長を支援

補助対象経費
の２/３

人材確保に
向けて

補助対象事業

申請に必要な書類

申請方法

①女性専用施設（トイレ、更衣室、休憩室、シャワー室、授乳室等）の新設または改修等の整備やそれに
　付属する備品の購入
②前項に掲げるもののほか、女性の働きやすい職場環境整備に資する施設整備

松本市産業振興部 商工課労働・雇用担当   松本市中央4丁目7番26号（松本市勤労者福祉センター内）

TEL : 0263-35-6294　FAX : 0263-35-6295     Email :
rosei@city.matsumoto.lg.jp

女性に選ばれる職場環境づくりに向けて
積極的に取り組む市内中小企業者を支援します。

女性の働きやすい

職場環境整備補助金
最大

100万円

お申し込み お問い合わせ

対象事業者

①松本市内に本社または事業所を有する
　中小企業者または小規模企業者であること。

②松本市内で1年以上の事業を営む企業で、
　雇用期間に定めのない正社員を雇用していること。

③他の補助金等の交付を受けていないこと。

④性風俗関連特殊営業を営む者ではないこと。

⑤暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる
　活動を行うものではないこと。
⑥市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納し
　ていないこと。

※次に掲げる要件をすべて満たす方

※省エネに配慮した整備を推奨

①松本市女性の働きやすい職場環境整備補助金交付申請書
②松本市女性の働きやすい職場環境整備補助金事業計画書　　　　　　　　　　　　　　　　
③松本市女性の働きやすい職場環境整備補助金収支予算書　　　　　　　　　　　　　　　　　
④補助対象経費の内訳がわかる見積書等の写し　⑤工事前または備品設置前の現況写真　　　　
⑥法人登記に係る現在事項全部証明書またはこれに代わるもの
⑦市税の滞納がないことの証明書　　　⑧その他市長が必要と認める書類　

申請を希望される方は、事前に下記の問い合わせ先にご相談のうえ、事業実施前日まで
に申請書および必要書類を提出してください。

※予算に到達した時点で受付を終了します。



自社の魅力を体験してもらいませんか？

こどもたちの職業体験の受入企業を

 募集しています！

企業の皆さま

一般財団法人長野経済研究所 公共ソリューショングループ
担 当 玉木、大沼田、伊東

   電 話 026-224-0504
 F A X    026-224-6233  
メール   satoshi.itou@neri.or.jp

※本事業は長野県が一般財団法人長野経済研究所に委託して実施しています。

サイトへの登録希望・お問合せ

サイトの登録希望は
こちらの二次元コードから

工場見学 企業内で職業体験 インターンシップ

こども向け職業体験をやってみませんか？
こどもと地域の大人が直接つながる場が
今、教育の現場で必要とされています！

取組内容の例

会社の魅力を社外に知ってもらう
方法はないかな…？

体験開催までの流れ

「こどもキャリアラボながの」
に取組内容を登録

企業or学校の相談により
コーディネーターがマッチング

学校担当者がサイトで企業
情報を閲覧・企業に連絡

学校と企業で調整

Step１ Step３Step２

体験開催！

Step４

学校で出張授業
職業観講話

オンライン
でも！

職業体験等の提供
メニューがあれば、
ぜひサイトへ登録！



キャリア教育支援
ポータルサイト構築・運営
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キャリア教育情報を掲載

職業体験支援
コーディネーター配置
・・・・・・・・・・・・・・・・・
企業と学校をつなぐ

信州ものづくりマイスター・
ヤングマイスター派遣

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ものづくりのプロを学校に派遣

企業と学校の連携を強化し、こどもたちが地域で働くことの魅力に触れる
機会を効果的に創出するため、以下の３つの取り組みを行います！

地域へ愛着を
持ってほしい

業界・自社のイメージ
刷新を図りたい

こどもの職業選択肢を
増やしたい

こどもが家族以外の大人と
ふれあう時間が欲しい

人手不足
人材確保

一度県外に出ても、UIターンで
自社を選んでほしい

企業の思い・課題 学校の思い・課題

つなぐ

少子高齢化・若者の県外流出等による人材不足は深刻化しています。将来を担う若者に「選ばれる」県になるため
には、児童・生徒の早い段階から地域・企業の魅力を知ってもらい、「地域への愛着」を持ってもらうための職業体
験等の取組が必要です。県では、学校と企業の思い・課題を「つなぎ」、職業体験等の取組の支援を行うことで、将
来世代の人材確保を目指します！

地元のこどもたちに
自社の魅力を
知ってもらえる！

Point!

企業情報が
欲しい

将来世代と地域企業をつなぐプロジェクト

長野県はこどもたちに地域産業・企業の魅力を伝える取組を支援します

キャリア教育支援サイト「こどもキャリアラボながの」にもぜひお越しください！
URL：https://kodomolabo.cus-nagano.jp/ 二次元コードはこちらから

企業の知名度・
イメージUPに
つながる！

職業体験の受入が初めて
でもコーディネーターが

サポート！

教えることで気づく
仕事の価値・魅力！

社員のモチベーションUP！



Jobサポ！地域就労支援センター

Job

サ
ポ
！

 

６
つ
の
メ
リ
ッ
ト

WEBで申し込み01 Jobサポ！への登録02 プランナーとの面談03 ご支援方針の決定04

セミナーやインターン
シップの情報提供

05 求人情報や
就職活動の支援

06 ご就業決定までの
選考支援

07 ご就業後の
フォローアップ

08

登録・相談 すべて無料

支援の流れ地域就労
支援センター

050-5536-8234
受付時間：平日9:30～17:30Jobサポ！事務局

お問い合わせ先

詳し
くは
裏面

ADE.JP.nagano-shugyo@jp.adecco.com

就職に役立つセミナーや
イベント情報を提供

毎週更新される
豊富な長野県求人情報

就職支援のプロが
あなたをサポート 選べる相談方法

電話・メール・オンライン

県内の自治体や
就業支援機関と連携

就職支援は
マンツーマン対応



ADE.JP.nagano-shugyo@jp.adecco.com
050-5536-8234

お問い合わせは
こちらの
QR コードから

WEB Instagramお問い合わせ先

地域就労
支援センター

長野市南千歳１丁目12-7 新正和ビル ６Ｆ 松本市深志２丁目５-２ 県信松本深志ビル4Ｆ

受付時間：平日9:30～17:30

長野事務局 松本事務局

障がい・疾病がある方 シニア世代

長野県内にお住まいで、さまざまな事情により現在は働けていない方、またはお仕事をお探しの方が対象です。
障がいをお持ちの方や、子育て中の女性、若手人材など、お仕事にお困りの方はお気軽にご相談ください。

転職希望の方求職中の方 若者世代子育て世代

地域就労
支援センター

求職者向けイベント
就職に役立つセミナーや、合同企業説明会
の開催など、お仕事探しに役立つイベント
を実施します。費用はすべて無料なので、
お気軽にご参加ください。

03マンツーマン対応
Job サポ！では専門のアドバイザーが、マン
ツーマンで就職支援を行います。
面接など対面で話すのが苦手という方でも、
しっかり対応できるようにサポートします。

02選べる相談方法
電話やオンラインでの相談はもちろん、対面
をご希望の方はお住まいの近くでもご相談が
可能です。予約制で専門家が無料対応いたし
ますので、お気軽にご相談ください。

01

就
職
の
不
安
を
払
拭
す
る

  

充
実
の
就
労
サ
ポ
ー
ト

Jobサポ！は女性の就活を応援しています。
未経験職種に挑戦したい方や、子育てなどで一度ブランクがある方な
どでも安心して再就職できるよう、インターン制度を整えています。

事前見学で
不安をなくしたい

ブランク有りでも
仕事復帰したい

働ける時間に
制限がある

おためし感覚
で体験したい方向け！

職場見学コース

1~2日
業務体験コース

3~14日
しっかり就業
で体験したい方向け！

参加費 ・託児費 すべて無料

マイインターンプログラム
あなたの働き方を
一緒に探してみませんか？

対象はどんな人？

Jobサポ！は、さまざまな理由により思うような働き方ができない、
仕事探しがうまくいかないという方々を、総合的にサポートする
事業です。
専任の担当者がまずはお話を伺い、目指す働き方の実現に向けて、
さまざまな情報提供や就職活動サポートを行います。
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